
16162021　１/８号

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

く ら し の 情 報

お 

知 

ら 

せ

　
国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
全
員
が
加
入
し
、
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
る
よ
う
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
年
金
は
、
老
後
、
病
気
や
ケ
ガ
で

障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
必

要
な
手
続
き
を
行
わ
ず
、
未
納
の
期

間
が
あ
る
と
受
け
取
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
て
日
本
年

金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入
の
お
知

ら
せ
が
届
い
た
ら
、
年
金
手
帳
は
大

切
に
保
管
し
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
ま
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、
会
社
な
ど
に
お
勤
め
で

厚
生
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る

人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
学
生
で
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

【 
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金 

】

は
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
『
学
生
納

付
特
例
制
度
』
が
あ
り
ま
す
。
学
生

以
外
で
も
、
50
歳
未
満
で
本
人
お
よ

び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
で

あ
れ
ば
、『
納
付
猶
予
制
度
』に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
制
度
を
利
用
す
る
際
に
は
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
健
康
保
険
課

　
☎
52
‐
５
８
０
９

・
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

　
国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
で

納
付
す
れ
ば
、
金
融
機
関
な
ど
に
行

く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
い

た
め
便
利
で
す
。
ま
た
、
月
々
の
保

険
料
が
割
引
さ
れ
る
早
割
や
、
割
引

額
の
多
い
一
括
前
納
（
６
か
月
分
、

１
年
分
、
２
年
分
）
が
で
き
る
制
度

が
あ
り
大
変
お
得
で
す
。

　
令
和
３
年
度
の
保
険
料
を
口
座
振

替
で
一
括
前
納
す
る
場
合
は
、
２
月

末
日
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。
希
望
す
る
人
は
納
付
書
ま
た
は

年
金
手
帳
、
通
帳
、
金
融
機
関
届
出

印
を
持
参
の
上
、
ご
希
望
の
金
融
機

関
ま
た
は
健
康
保
険
課
、
徳
山
年
金

【 

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替
申
込 

】

【 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
ま
す 

】

　
令
和
３
年
度
～
５
年
度
ま
で
の
高

齢
者
保
健
福
祉
と
、
介
護
保
険
の
事

業
の
方
向
性
を
示
す
『
第
９
次
田
布

施
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
』
の
計

画
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

　
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
今
後
の

計
画
策
定
や
高
齢
者
施
策
の
参
考
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
個
別
に
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

◇
閲
覧
・
募
集
期
間

　
１
月
12
日（
火
）～
２
月
１
日（
月
）

◇
計
画
案
の
閲
覧
場
所

・
健
康
保
険
課（
⑦
窓
口
）

・
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◇
対
象
者　
町
内
に
在
住
、
在
勤
、

在
学
す
る
人

◇
提
出
方
法　
ご
意
見
・
住
所
・
氏

名
を
記
入
し
、
郵
送
・
持
参
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で

提
出（
様
式
は
自
由
）

※
匿
名
、
電
話
、
来
庁
に
よ
る
口

頭
で
の
ご
意
見
は
受
け
付
け
ま
せ

ん
。

※
ご
記
入
い
た
だ
く
個
人
情
報
は
、

今
回
募
集
す
る
ご
意
見
を
確
認
す

る
目
的
以
外
に
は
利
用
し
ま
せ

ん
。

◇
提
出
・
問
合
せ
先

　
健
康
保
険
課
長
寿
支
援
係

　
☎
52
‐
５
８
０
９

　
FAX
　

52
‐
５
９
６
７

　

E
-m

ail　

kaigo
@

to
w

n
.

tabuse.yam
aguchi.jp

事
務
所
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

・
健
康
保
険
課

　
☎
52
‐
５
８
０
９

・
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

　
手
話
に
興
味
が
あ
る
人
、
聴
覚
障

が
い
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
い

人
、
ま
ず
は
こ
の
教
室
で
手
話
を
体

験
し
て
、
手
話
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
程（
全
２
回
）

　
２
月
13
日（
土
）・
20
日（
土
）

※
原
則
連
続
講
座
で
す
が
、
ど
ち
ら

か
の
み
の
受
講
も
可
能
で
す
。

■
共
通
事
項

◇
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

◇
場
所　
柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

◇
内
容

　
簡
単
な
挨
拶
、
日
常
会
話
等
を
手

話
通
訳
者
と
ろ
う
者
の
先
生
か
ら

楽
し
く
学
ぶ

◇
受
講
料　
無
料

◇
申
込
期
限　
１
月
29
日（
金
）

◇
そ
の
他

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

状
況
な
ど
に
よ
り
、
中
止
あ
る
い

【 

手
話
体
験
教
室 

】
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【 

建
設
工
事
等
お
よ
び
物
品
調
達
等
の

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請 
】

　

令
和
３・
４
年
度
に
お
い
て
、
町

が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測
量
・
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
お
よ
び
物

品
調
達
な
ど
の
入
札
に
参
加
す
る
た

め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
資
格
審
査
を

申
請
し
、
認
定
を
受
け
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

◇
建
設
工
事
な
ど

　
２
月
１
日（
月
）～
３
月
15
日（
月
）

◇
物
品
調
達
な
ど

　
２
月
１
日（
月
）～
随
時
受
付

■
申
請
・
問
合
せ
先

◇
建
設
工
事
な
ど

　
建
設
課
工
事
監
理
担
当

　
☎
52
‐
５
８
０
７

◇
物
品
調
達
な
ど

　
総
務
課
管
財
係

　
☎
52
‐
５
８
０
２

　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

は
、
健
康
や
生
活
環
境
に
被
害
を
及

ぼ
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
に
基
づ
き
、
期
限

内
に
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
対
象

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
が
使
わ
れ
た
照
明
器
具
安

定
器

※
家
庭
用
器
具
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
は
使
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

◇
処
分
期
限　
３
月
31
日（
水
）

◇
補
助
制
度

　
中
小
企
業
者
な
ど
へ
の
処
理
費
用

軽
減
制
度
あ
り

◇
連
絡
先

　
山
口
県
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
22
‐
３
６
３
１

【 

県
内
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
処
理
で
き
る

期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す 

】

　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60
歳
以

上
の
皆
さ
ん
。

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員

に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
ま
ず
は
入
会
説
明
会
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

◇
入
会
説
明
会
開
催
日

　
２
月
３
日（
水
）

◇
会
場

　
西
田
布
施
公
民
館
農
事
研
修
室

◇
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

※
筆
記
用
具
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　
（
公
社
）柳
井
広
域
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

・
田
布
施
事
務
所

　
☎
52
‐
４
３
９
９（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

　
参
加
企
業
の
採
用
担
当
者
と
個
別

ブ
ー
ス
で
面
談
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

◇
日
時　
２
月
９
日（
火
）

・
午
前
の
部

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

（
受
付
は
午
前
９
時
30
分
～
）

・
午
後
の
部

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

　
（
受
付
は
午
後
１
時
30
分
～
）

※
今
年
度
は
、
午
前
・
午
後
の
２
部

【 

柳
井
地
域合同

就
職
面
接
会
の
開
催 

】

制
で
行
い
ま
す
。

◇
場
所　
柳
井
ク
ル
ー
ズ
ホ
テ
ル

◇
対
象
者

　
一
般
求
職
者
お
よ
び
既
卒
者

◇
費
用　
無
料

◇
そ
の
他

・
厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基

づ
き
感
染
症
対
策
を
行
い
ま
す
。

マ
ス
ク
着
用
や
検
温
へ
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

・
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合

は
、
入
場
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
柳
井
地
区
広
域
行
政
連
絡
協
議
会

　
☎
22
‐
２
１
１
１

・
経
済
課
地
域
振
興
係

　
☎
52
‐
５
８
０
５

◇
期
間

　
２
月
１
日（
月
）～
28
日（
日
）

◇
会
場　
県
下
各
司
法
書
士
事
務
所

◇
内
容

　
相
続
登
記
や
遺
言
、
遺
産
分
割
協

議
な
ど
相
続
に
関
す
る
相
続

◇
問
合
せ
先

　
山
口
県
司
法
書
士
会
事
務
局

　
☎
０
８
３
‐
９
２
４
‐
５
２
２
０

【 

司
法
書
士
に
よ
る

相
続
登
記
に
関
す
る
無
料
法
律
相
談 

】

は
延
期
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

希
望
す
る
人
は
、
感
染
予
防
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
町
民
福
祉
課
福
祉
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

【 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

会
員
入
会
説
明
会 

】
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… 人口 …
15,020 人

（増減 +11 人）

… 男 …
7,184 人
… 女 …
7,836 人
… 世帯 …
7,039 世帯

（12月１日現在）

人口と世帯

２月１日（月）
今月の納期限

納期限内に納付しましょう

※やむを得ず納期限までに納付できない
事情のある人は、担当窓口にご相談く
ださい。

◇町県民税	 （4期）
◇国民健康保険税・介護保険料
　後期高齢者医療保険料	 （7期）
◇保育所保育料
　児童クラブ保育料　　　　　			1 月分
◇町営住宅使用料・駐車場使用料

1月分
◇下水道受益者負担金	 （4期）

◇対象および内容の問合せ先
町県民税・固定資産税・軽自動車税

………税務課　　　☎ 52-5804
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料・介護保険料

………健康保険課　☎ 52-5809
保育所保育料および児童クラブ保育料

………町民福祉課　☎ 52-5810
町営住宅使用料および駐車場使用料

………建設課　　　☎ 52-5807
下水道受益者負担金

………建設課　　　☎ 52-5817

　
令
和
２
年
度
明
る
い
選
挙
啓
発
作

品
の
入
賞
者（
敬
称
略
）が
県
内
の
た

く
さ
ん
の
応
募
作
品
の
中
か
ら
決
ま

り
ま
し
た
。

■
山
口
県
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

会
長
賞

◇
習
字

　
平
石
愛
璃　
（
麻
郷
小
２
年
）

　
倉
橋
和
希　
（
田
布
施
中
１
年
）

【 

明
る
い
選
挙
啓
発
作
品 

】

　

広
報
12
月
11
日
号
の
19

ペ
ー
ジ
に
『
徳
山
年
金
事
務

所
年
金
相
談
会
』
の
案
内
を

掲
載
し
ま
し
た
が
、
会
場
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫

び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

◇
場
所

・
誤　

役
場
１
階
保
健
室

・
正　

役
場
１
階
会
議
室

お
詫
び
と
訂
正

講
習
・
講
座

◇
日
時

・
３
月
４
日（
木
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
甲
種
・
乙
種
共
通
）

・
３
月
５
日（
金
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
甲
種
の
み
）

※
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
は
２
日

間
の
受
講
が
必
要
で
す
。

◇
会
場

　
大
和
総
合
運
動
公
園
大
会
議
室

　
（
光
市
大
字
岩
田
８
４
９
）

◇
定
員　
先
着
50
人

◇
受
講
料　
４
，
３
０
０
円

　
（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
）

※
講
習
初
日
の
受
付
時
に
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。

◇
対
象
者

　
防
火
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
防
火
対
象
物
に
勤
務
し
、

防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切

に
遂
行
で
き
る
管
理
的
ま
た
は
監

督
的
な
立
場
に
あ
る
人（
管
轄
区
域

内（
光
市
、
田
布
施
町
お
よ
び
周
南

市（
熊
毛
地
域
））に
所
在
す
る
防
火

対
象
物
に
勤
務
す
る
人
ま
た
は
管

【 

甲
種
（
新
規
）・
乙
種

防
火
管
理
講
習
の
開
催 

】

轄
区
域
内
に
居
住
す
る
人

◇
申
込
方
法

　
電
話
に
よ
る
事
前
予
約
後
、
郵
送

で
受
講
申
込
書
（
必
要
事
項
を
記

入
）、
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た

写
真
１
枚（
縦
４
cm
×
横
３
cm
）お

よ
び
受
講
票
返
信
用
封
筒
を
送
付

す
る

※
開
催
案
内
を
熟
読
の
上
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
開
催
案

内
お
よ
び
受
講
申
込
書
は
光
地

区
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

（https://119.city.hikari.lg.jp

）

◇
申
込
期
間

　
１
月
25
日（
月
）～
２
月
12
日（
金
）

必
着

◇
講
習
の
一
部
免
除

　
消
防
設
備
点
検
資
格
者
ま
た
は
自

衛
消
防
業
務
講
習
修
了
者
は
、
講
習

科
目
の
一
部
免
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
受
講
申
込
書
と
併
せ
て
該
当
の
免

状
ま
た
は
修
了
証
の
写
し
を
送
付

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
〒
７
４
３
‐
０
０
１
１

　
光
市
光
井
６
‐
16
‐
１ 

　
光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
予
防

課
指
導
係

　
☎
０
８
３
３
‐
74
‐
５
６
０
２


